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選挙会の日時および場所（４６）
〇令和８年２月８日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における福井県選挙分会の

日時および場所（４７）
〇令和８年２月８日執行の最高裁判所裁判官国民審査における福井県審査分会長お

よび福井県審査分会長に事故があり、または欠けた場合においてその職務を代理
すべき者（４８）

〇令和８年２月８日執行の最高裁判所裁判官国民審査における福井県審査分会長が
職務を行う場所（４９）

〇令和８年２月８日執行の最高裁判所裁判官国民審査における福井県審査分会の日
時および場所（５０）

衆議院小選挙区選出議員選挙福井県第１区選挙区選挙長告示

〇令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙の福井県第１区選挙区に
おける選挙会の選挙立会人となるべき者のくじを行う日時および場所（１）

衆議院小選挙区選出議員選挙福井県第２区選挙区選挙長告示

〇令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙の福井県第２区選挙区に
おける選挙会の選挙立会人となるべき者のくじを行う日時および場所（１）

〇令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙の福井県第２区選挙区に
おける公職の候補者に対し通常葉書を交付する郵便局および政党その他の政治団
体に対し通常葉書を販売する郵便局の指定（２）

衆議院比例代表選出議員選挙福井県選挙分会長告示

〇令和８年２月８日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における福井県選挙分会
の選挙立会人となるべき者のくじを行う日時および場所（１）

　　　目　　次　　　
選挙管理委員会告示

〇令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における福井県各選挙区の
選挙長および当該選挙長に事故があり、または欠けた場合においてその職務を代
理すべき者（３５）

〇令和８年２月８日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における福井県選挙分会長
および福井県選挙分会長に事故があり、または欠けた場合においてその職務を代
理すべき者（３６）

〇令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における福井県各選挙区の
選挙長が職務を行う場所（３７）

〇令和８年２月８日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における福井県選挙分会長
が職務を行う場所（３８）

〇令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙および衆議院比例代表選出
議員選挙における投票の順序（３９）

〇令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙および衆議院比例代表選出
議員選挙における開票の順序（４０）

〇令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における福井県各選挙区の
ポスター掲示場にポスターを掲示することができる日（４１）

〇令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における福井県各選挙区の
選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う日時および場所（４２）

〇令和８年２月８日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における選挙公報の掲載順
序を定めるくじを行う日時および場所（４３）

〇令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における政見放送の順序を
定めるくじを行う日時および場所（４４）

〇令和８年２月８日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における投票所内の投票の
記載をする場所においてする衆議院名簿届出政党等の名称および略称の掲示なら
びに投票所内のその他の適当な箇所においてする衆議院名簿届出政党等の名称お
よび略称ならびに衆議院名簿登載者の氏名および当選人となるべき順位の掲示の
掲載順序を定めるくじを行う日時および場所（４５）

〇令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における福井県各選挙区の
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（令和８年１月２７日については、福井県庁地下１階正庁）
　　────────────────────────────────────　　
福井県選挙管理委員会告示第３８号

　令和８年２月８日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における福井県選挙分会長が職務
を行う場所は、別に告示する場合のほか次のとおりである。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県選挙管理委員会　委員長　吉川　奈奈
福井市大手３丁目１７番１号　福井県庁６階選挙管理委員会室
　　────────────────────────────────────　　
福井県選挙管理委員会告示第３９号

　令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙および衆議院比例代表選出議員選
挙における投票の順序は、次のとおりとする。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県選挙管理委員会　委員長　吉川　奈奈
１　衆議院小選挙区選出議員選挙の投票
２　衆議院比例代表選出議員選挙の投票
　　────────────────────────────────────　　
福井県選挙管理委員会告示第４０号

　令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙および衆議院比例代表選出議員選
挙における開票の順序は、次のとおりとする。
　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県選挙管理委員会　委員長　吉川　奈奈
１　衆議院小選挙区選出議員選挙の開票
２　衆議院比例代表選出議員選挙の開票
　　────────────────────────────────────　　
福井県選挙管理委員会告示第４１号

　令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場にポス
ターの掲示を開始できる日を公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１４４条の２第
５項の規定により、次のとおり告示する。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県選挙管理委員会　委員長　吉川　奈奈
令和８年１月２７日
　　────────────────────────────────────　　
福井県選挙管理委員会告示第４２号

　令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における選挙公報の掲載順序を定
めるくじを行う日時および場所を公職選挙運動管理規程（昭和２９年福井県選挙管理委員
会告示第１５号）第３４条第３項の規定により、次のとおり告示する。

選挙管理委員会告示
福井県選挙管理委員会告示第３５号

　令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における福井県各選挙区の選挙長
および同選挙長に事故があり、または欠けた場合においてその職務を代理すべき者を公職
選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第８１条の規定により、次のとおり告示する。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県選挙管理委員会　委員長　吉川　奈奈
１　選挙長

選挙区の名称 住　所 氏　名

福井県第１区 福井市 吉川　奈奈

福井県第２区 越前市 山内　ます美

２　職務代理者
選挙区の名称 住　所 氏　名

福井県第１区 大野市 杉本　和歌子

福井県第２区 敦賀市 池田　裕太郎

　　────────────────────────────────────　　
福井県選挙管理委員会告示第３６号

　令和８年２月８日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における福井県選挙分会長および
同選挙分会長に事故があり、または欠けた場合においてその職務を代理すべき者を公職選
挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第８１条の規定により、次のとおり告示する。

令和８年１月２７日
福井県選挙管理委員会　委員長　吉川　奈奈

１　選挙分会長　大野市
　　　　　　　　杉本　和歌子
２　職務代理者　福井市
　　　　　　　　吉川　奈奈
　　────────────────────────────────────　　
福井県選挙管理委員会告示第３７号

　令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における福井県各選挙区の選挙長
が職務を行う場所は、別に告示する場合のほか次のとおりである。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県選挙管理委員会　委員長　吉川　奈奈
福井市大手３丁目１７番１号　福井県庁６階選挙管理委員会室
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長が管理する投票を記載する場所内の適当な箇所においてする衆議院名簿届出政党等の名
称および略称の掲示ならびに投票所内のその他の適当な箇所においてする衆議院名簿届出
政党等の名称および略称ならびに衆議院名簿登載者の氏名および当選人となるべき順位の
掲示の掲載順序を定めるくじを行う日時および場所を公職選挙運動管理規程（昭和２９年
福井県選挙管理委員会告示第１５号）第４３条の規定により、次のとおり告示する。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県選挙管理委員会　委員長　吉川　奈奈
１　日時　令和８年１月２７日
　      　　午後７時
２　場所　福井市大手３丁目１７番１号
　　　　　福井県庁６階選挙管理委員会室
　　────────────────────────────────────　　
福井県選挙管理委員会告示第４６号

　令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における福井県各選挙区の選挙会
の日時および場所を公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第７８条の規定により、次
のとおり告示する。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県選挙管理委員会　委員長　吉川　奈奈

選挙区の名称 日　　　時 場　所

福井県第１区
令和８年２月１１日　
午後１時 福井市大手３丁目１７

番１号　福井県庁２階
中会議室

福井県第２区
令和８年２月１１日　
午後１時

　　────────────────────────────────────　　
福井県選挙管理委員会告示第４７号

　令和８年２月８日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における福井県選挙分会の日時お
よび場所を公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第７８条の規定により、次のとおり
告示する。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県選挙管理委員会　委員長　吉川　奈奈
１　日時　令和８年２月１１日

　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県選挙管理委員会　委員長　吉川　奈奈

選挙区の名称 日　　　時 場　所

福井県第１区
令和８年１月２７日
午後６時 福井市大手３丁目１７番

１号　福井県庁６階選挙
管理委員会室福井県第２区

令和８年１月２７日
午後６時１５分

　　────────────────────────────────────　　
福井県選挙管理委員会告示第４３号

　令和８年２月８日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における選挙公報の掲載順序を定
めるくじを行う日時および場所を公職選挙運動管理規程（昭和２９年福井県選挙管理委員
会告示第１５号）第３４条第３項の規定により、次のとおり告示する。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県選挙管理委員会　委員長　吉川　奈奈
１　日時　令和８年１月２７日
　　　　　午後７時１５分
２　場所　福井市大手３丁目１７番１号
　　　　　福井県庁６階選挙管理委員会室
　　────────────────────────────────────　　
福井県選挙管理委員会告示第４４号

　令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における政見放送の順序を定める
くじを行う日時および場所を公職選挙運動管理規程（昭和２９年福井県選挙管理委員会告
示第１５号）第１０条の４第２項の規定により、次のとおり告示する。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県選挙管理委員会　委員長　吉川　奈奈
１　日時　令和８年１月２７日
　　　　　午後６時３０分
２　場所　福井市大手３丁目１７番１号
　　　　　福井県庁６階選挙管理委員会室
　　────────────────────────────────────　　
福井県選挙管理委員会告示第４５号

　令和８年２月８日執行の衆議院比例代表選出議員選挙における投票所内の投票の記載を
する場所および期日前投票所または不在者投票管理者のうち市町の選挙管理委員会の委員
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衆議院小選挙区選出議員選挙
福井県第１区選挙区選挙長告示

衆議院小選挙区選出議員選挙福井県第１区選挙区選挙長告示第１号

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第７６条において準用する同法第６２条第６
項の規定により、令和８年２月８日に執行される衆議院小選挙区選出議員選挙の福井県第
１区選挙区における選挙会の選挙立会人を定めるくじを行う日時および場所を次のとおり
告示する。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　衆議院小選挙区選出議員選挙福井県第１区選挙区　選挙長　吉川　奈奈
１　日時　令和８年２月６日
　　　　　午前１０時
２　場所　福井市大手３丁目１７番１号
　　　　　福井県庁６階選挙管理委員会室

衆議院小選挙区選出議員選挙
福井県第２区選挙区選挙長告示

衆議院小選挙区選出議員選挙福井県第２区選挙区選挙長告示第１号

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第７６条において準用する同法第６２条第６
項の規定により、令和８年２月８日に執行される衆議院小選挙区選出議員選挙の福井県第
２区選挙区における選挙会の選挙立会人を定めるくじを行う日時および場所を次のとおり
告示する。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　衆議院小選挙区選出議員選挙福井県第２区選挙区　選挙長　山内　ます美
１　日時　令和８年２月６日
　　　　　午前１０時１５分
２　場所　福井市大手３丁目１７番１号
　　　　　福井県庁６階選挙管理委員会室
　　────────────────────────────────────　　
衆議院小選挙区選出議員選挙福井県第２区選挙区選挙長告示第２号

　令和６年５月５日付け日本郵便株式会社公告に基づき、次の日本郵便株式会社の郵便局
を令和８年２月８日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙の福井県第２区選挙区における公
職選挙郵便規則（昭和２５年郵政省令第４号）第２条第１項の規定により公職の候補者に
対して通常葉書を交付する郵便局および同令第３条の２第１項の規定により政党その他の

　　　　　午後２時
２　場所　福井市大手３丁目１７番１号
　　　　　福井県庁２階中会議室
　　────────────────────────────────────　　
福井県選挙管理委員会告示第４８号

　令和８年２月８日執行の最高裁判所裁判官国民審査における福井県審査分会長および同
審査分会長に事故があり、または欠けた場合においてその職務を代理すべき者を最高裁判
所裁判官国民審査法施行令（昭和２３年政令第１２２号）第１５条において準用する公職
選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第８１条の規定により、次のとおり告示する。

令和８年１月２７日
福井県選挙管理委員会　委員長　吉川　奈奈

１　審査分会長　越前市
　　　　　　　　山内　ます美
２　職務代理者　敦賀市
　　　　　　　　池田　裕太郎
　　────────────────────────────────────　　
福井県選挙管理委員会告示第４９号

　令和８年２月８日執行の最高裁判所裁判官国民審査における福井県審査分会長が職務を
行う場所は、別に告示するもののほか、次のとおりである。

令和８年１月２７日
福井県選挙管理委員会　委員長　吉川　奈奈

福井市大手３丁目１７番１号　福井県庁６階選挙管理委員会室
　　────────────────────────────────────　　
福井県選挙管理委員会告示第５０号

　令和８年２月８日執行の最高裁判所裁判官国民審査における福井県審査分会の日時およ
び場所を、最高裁判所裁判官国民審査法（昭和２２年法律第１３６号）第３４条において
準用する公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第７８条の規定により、次のとおり告
示する。

令和８年１月２７日
福井県選挙管理委員会　委員長　吉川　奈奈

１　日時　令和８年２月１１日
　　　　　午後２時
２　場所　福井市大手３丁目１７番１号
　　　　　福井県庁２階中会議室
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政治団体に対して通常葉書を販売する郵便局に指定したので、告示する。
　　令和８年１月２７日

衆議院小選挙区選出議員選挙福井県第２区選挙区　選挙長　山内　ます美
日本郵便株式会社敦賀郵便局

衆議院比例代表選出議員
選挙福井県選挙分会長告示

衆議院比例代表選出議員選挙福井県選挙分会長告示第１号

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第７６条において準用する同法第６２条第６
項の規定により、令和８年２月８日に執行される衆議院比例代表選出議員選挙の福井県選
挙分会の選挙立会人を定めるくじを行う日時および場所を次のとおり告示する。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　衆議院比例代表選出議員選挙　福井県選挙分会長　杉本　和歌子
１　日時　令和８年２月６日
　　　　　午前１０時３０分
２　場所　福井市大手３丁目１７番１号
　　　　　福井県庁６階選挙管理委員会室
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